
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件抗告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人宇佐美六郎の抗告理由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

　按ずるに、日本国との平和条約第一七条（ｂ）項の規定に基く刑事判決の再審査

手続は、昭和二七年法律第一〇五号平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関

する法律（以下再審査法と略称する）の規定によるべきものであるが、同法第六条

は、同法の定める再審については、同法の規定による外刑事訴訟法（昭和二二年法

律第一三一号、以下新刑訴法と略称する）又は従前の刑事訴訟法（大正一一年法律

第七五号、以下旧刑訴法と略称する）及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応

急的措置に関する法律（昭和二二年法律第七六号、以下刑訴応急措置法と略称する）

の定めるところによる旨規定する。右再審査法第六条の規定の趣旨は、再審査の対

象となり得べき有罪の確定判決が、昭和一六年一二月八日から日本国と当該連合国

との間に平和条約が効力を生ずる日までの間において確定したものに限定され（同

法第三条）、右期間中に刑事訴訟法の改正が行われた関係から、再審査の対象とな

る判決の手続が準拠した訴訟法の新旧の区別に従い、再審査手続も同一の訴訟法に

よるべく、なお旧刑訴法による場合は刑訴応急措置法の規定に従うものであること

を規定したものと解すべきである。しかして、本件再審査請求にかかる、抗告人に

対する軍機保護法違反被告事件は、当裁判所の取寄せた同事件の上告審判決原本に

よれば、昭和一六年一二月一六日神戸地方裁判所において有罪の第一審判決が言い

渡され、被告人の上告申立により、昭和一七年四月二日大審院において上告棄却の

言渡がなされたこと、従つてその審判は旧刑訴法によつたものであることが明らか

であるから、本件再審査手続は再審査法第六条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法

によるべきものである。
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　よつて先づ本件抗告の適否について判断する。本件抗告は、再審査請求棄却決定

に対する抗告について大阪高等裁判所のなした抗告棄却の決定に対し、当裁判所に

即時抗告として申し立てられたものである。旧刑訴法第四六九条第三号には、かか

る場合について上級裁判所への再抗告ができる旨規定されている。しかし、その上

級裁判所に当る最高裁判所は、裁判所法第七条によりその裁判権を上告及び訴訟法

において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告に限定され、その抗

告とは旧刑訴法による事件については刑訴応急措置法第一八条による特別抗告のご

ときものを指すことは、当裁判所判例の既に判示したところである（昭和二二年（

つ）第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁）。従つて、旧刑訴法

第四六九条第三号による再抗告の途は開かれていない（他にかかる再抗告について

管轄裁判所を定めた法規はない）のであるから、本件即時抗告は不適法たるを免れ

ない。またこれを刑訴応急措置法第一八条による特別抗告とみなしても、その抗告

理由が同条の原「決定又は命令において法律命令規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断が不当であること」を理由とするものでないことは、抗

告理由自体に徴し明らかであるから、本件抗告を適法とするに由なきものといわな

ければならない。

　なお、本件抗告理由において「平和条約当時、多くの旧敵国人関係審理調書の空

襲による喪失は事実経験則上予期し得たところであり、平和条約会議に代表を送つ

た関係諸国政府が、自己の責任に於て保管すべき上記調書焼失をもつて再審査開始

請求を不適法とする旧刑訴法第五〇五条による形式的審査請求棄却決定を認めたで

あろうとは常識上考えられない。何故ならば、もしこの様な再審査開始拒否事由が

認められるならば、憲法第九八条第二項により国家の最高法規たる条約の遵守義務

を負う日本国政府が、平和条約第一七条（ｂ）項の誠実なる遵守は事実上不可能と

なる。上記条約及びこれが実施にともなう刑事再審査に関する法律が行使の不可能
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な再審査請求権を規定する理由はない。従つて本件のように十年以上を経過し、証

拠蒐集の不可能が予め予想されている場合、不可能な空虚な権利を認めることが平

和条約締結当事国の真意でない以上、検察官側において再審申立者の申立乃至手記

に反する証拠を提示しなかつた本件においては、直ちに再審開始決定することが平

和条約を誠実に履行する所以である」と主張するけれども、再審査がわが国にとつ

て条約上の義務であるからといつて、裁判所としては法律の定める手続に反する措

置をとることを許されないことは、裁判の公正を期する上から当然のことである。

しかして本件再審査法による再審査については、刑事訴訟における再審事由と異り

「訴訟手続において被告人として事件について充分な陳述ができなかつたこと」が

事由となつている（再審査法第三条）。それ故本件に準用される旧刑訴法第四九七

条に証拠書類及び証拠物とあるのは、この場合は充分な陳述ができなかつた事実を

疏明するに足る資料の意味に解すべきである。すなわち再審請求をなすに当つては、

再審開始理由の有無を判断するに足る資料を提出して疏明することを必要とするの

であつて、かかる疏明を欠く再審請求は裁判所としては受理すべきものではないの

である（旧刑訴法第五〇四条）。

　　原決定は結局において本件再審査請求が旧刑訴法第五〇四条の方式に違背する

ものとして、その請求を不適法と判断したものであるが、それでも原決定は本件請

求について申立人から右規定による所要の書類の提出がないことだけを理由とした

ものではない（申立人は同人作成名義の「一九四一年七月一三日より一九四五年八

月一六日に至る期間日本官憲による私に対する勾引、判決、有罪の決定、拘禁の事

情に関する報告書」と題する書面を裁判所に提出しているが、原決定が、この書面

は再審査請求のために申立人の主張を書いたもので、原判決の謄本に代わるべき書

面ではないし、また再審査開始の原由があるかどうかを判定するに足る証拠書類ま

たは疏明資料とはいえないと判示しているのは正当である）。原審裁判所は、本件
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再審査の対象たる被告事件については、その訴訟記録等が既に戦災により焼失し、

且つ審判后十数年を経過したものであるため、申立人が再審査請求に添付すべき各

所要資料の蒐集に甚だ困難な事情にあること、その他再審査制度が平和条約に基く

国際的問題であることに鑑み、特に本件再審査請求について、申立人の資料提出を

援助補足する意味において、職権により各方面に資料の存否を確め、また当時の関

係者多数を尋ね出して照会し回答を求める等事実の取調に努めたのである（抗告理

由所論の原審裁判所の措置に対する非難は、右職権調査の性質を弁えないことによ

るものであつて、当を得ない）。しかも原決定は、右職権調査によつても「法令の

要求する方式を具備することができず、従つて再審査開始の原由があるか否かを判

断する方法もない」と判示しているのであるが、当裁判所が以上の資料の外前示本

件再審査請求の対象たる事案の上告審判決を参酌して判断しても、結局原決定は相

当といわざるを得ない。

　しかして、右上告審判決において上告人Ａの弁護人西岡政四郎は上告趣意として

「本件上告人の場合に付き之を観るに帝国臣民が売国的行為を敢て為すの意思を以

て之を為したるものとは其の選を異にし、当時上告人が仏蘭西人なるが故に、又ウ

イシー政府に対し慊らぬ不満を有し、ペタン元帥の不甲斐なさと其の降伏政策に反

対し、其の行為を以て愛すべき祖国を売らんとするものと思惟し其の売国奴的態度

に憤慨の余りドゴール政府の主張に共鳴して已むなく之を援助せんとする愛国的熱

情に駆られ居たる折柄、偶然の原因により知り得たる事実を漏泄したるものなるこ

とは一件記録に散見する所なり。従つて上告人当時の心情に苟くも我が帝国の治安

を害せんとするが如き意思の毫もなかりしことは「私は日本の治安を害そうと思つ

てドゴール宣伝運動を日本内地でしたのではなかつたのであります」「スパイは武

器を持たざる外国派遣軍だと云われるかも知れませぬが、私は其の滞留国の国法を

冒してまで自己の義務を尽さねばならぬとは考えて居りませぬ」（検事の嘱託によ
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る警察における聴取書）とあるによるも之を認むるを得べく、又上告人の原審公判

廷において「ドゴール政府援助が日本の治安を害する場合は日本を去る考でありま

した」と供述し、又右事実を漏泄したる当時日本新聞紙には全部日本軍の仏印進駐

は平和的進駐にして戦時的のものにあらざる旨報道し居たる関係上、右事実に関す

る談話は帝国の軍機の秘密に関するものなることの認識を欠きたるものにして、犯

罪を構成すべき筋のものにあらずと信じて為した旨供述したるによるも亦明かなり

といわざるべからず」と述べている。これによれば当該被告事件の訴訟手続におい

て被告人として陳述した内容、程度が想像されるのであつて、その公訴事実の内容、

事案の性質から考えて、他に特殊な事情の存しない限り、右の程度の陳述または弁

解がなされているならば、被告事件の普通一般の例と異るところはなく、「充分な

陳述ができなかつた」とは認め難い。なお記録によれば、当該被告事件の取調に当

り、被告人が仏蘭西人であるにかかわらず英語の通訳によつたことは、当時適当な

仏語の通訳がなく、且つ被告人が英語に通じていたため、被告人の諒解を得てなさ

れたことであると認められ、また被告人の当初選任した弁護人による弁護は許され

ず、当局の指示した弁護人に依頼せざるを得なかつたのは、当時の法律により軍機

等に関する事案の弁護人の範囲は司法大臣の指定したものに限定されていたからで

あつて、なお弁護人が裁判所外の弁護活動に不充分な点があつたとしても、そのこ

とが直ちに「被告人として事件について充分な陳述ができなかつた」ことには当ら

ない。

　以上要するに、本件再審査請求については、その理由たる「被告人として事件に

ついて充分な陳述ができなかつた」という事実は、これを疏明するに足る資料がな

いのみならず、むしろ、その陳述は被告事件につき普通一般になされている程度に

なされたことを窺うに足る資料もあるのであるから、本件再審査請求はその理由も

ないものであつて、到底再審査手続を開始するに由なきものである。
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　よつて再審査法第六条旧刑訴法第四六六条第一項により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。

　　昭和三〇年一〇月二四日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　栗　　　山　　　　　　　茂

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　谷　　　村　　　唯　一　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　池　　　田　　　　　　　克
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